


､取適法等
(注３)

(注３) ｢独占禁止法｣､｢中小受託取引適正化法(取適法[改正下請法])｣及び｢フリーランス･事業者間取引適正化等法(フリーランス法)｣が対象となります。

公正取引委員会事務総局
〒１０５-０００１ 東京都港区虎ノ門 ２-２-３
虎ノ門アルセアタワー

・優越的地位の濫用・取適法：企業取引課

・独占禁止法：相談指導室

・フリーランス法：フリーランス取引適正化室

各種リーフレットを掲載しています。


